　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和8年4月1日適用】
自動車通勤申請にかかる理由書

下記に該当するものに「〇」をつけ、該当する項目の詳細な理由を記載し、添付書類を　提出してください。

１　未就学児を保育所等（２・３号認定）へ送迎している

２　小学校１～６年生の子を学童保育施設へ送迎している

３　要介護認定者または負傷・疾病・老齢で２週間以上日常生活に支障がある親族を同居又は別居で日常的に介護し、施設等へ送迎している

４　本人が身体障害または健康上の理由により公共交通機関による通勤に耐えられない

５　勤務時間に到着可能な公共交通機関がない

６　公共交通機関を利用した場合に通勤距離が片道60km 以上

７　公共交通機関での通勤時間が90 分以上で、交通用具使用により通勤時間が30 分以上短縮される

	職員番号
	

	氏名
	




１　未就学児を保育所等（２・３号認定）へ送迎している
（１）車通勤でなければ、通勤できない具体的事情（例）自宅から勤務先までは約○km、公共交通機関を利用した場合の所要時間は約○分。
自宅から施設までは約○km、車で約○分であり、利用開始時間は○時からとなっている。
送迎後に公共交通機関を利用して出勤すると、勤務開始時間に間に合う電車（○○駅○時○分発）に乗車することができないため、自動車通勤を希望する。
































（２）添付書類
①　保育施設の利用が分かる書類（保育所へ提出した利用契約書(写)または在園証明書の写し）、保育の必要性が分かる書類（支給認定証、施設等利用給付認定通知書、保育利用決定通知書など）
②　職員と子との関係を示す書類 (住民票(写)のコピーまたは母子手帳(写)等）
２　子の世話(小学校１年生から小学校６年生までの子の学童保育施設への送迎)

（１）車通勤でなければ、通勤できない具体的事情
（例）自宅から勤務先までは約○km、公共交通機関を利用した場合の所要時間は約○分。
自宅から施設までは約○km、車で約○分であり、利用時間は○時～○時である。
送迎後に公共交通機関を利用して出勤すると、勤務開始時間に間に合う電車（○○駅○時○分発）に乗車することができないため、自動車通勤を希望する。


























（２）添付書類
①　学童保育施設の利用許可結果通知(写)
②　職員と子との関係を示す書類 (住民票(写)または母子手帳(写)等）
３　要介護認定者または負傷・疾病・老齢で２週間以上日常生活に支障がある親族を同居又は別居で日常的に介護し、施設等へ送迎している

（１）要介護の認定日　　　令和　　年　　月　　日　
　　　診断書で定める期間　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
　　　※どちらかを記入

（２）車通勤でなければ、通勤できない具体的事情（例）自宅から勤務先までは約○km、公共交通機関を利用した場合の所要時間は約○分。
自宅から施設までは約○km、車で約○分であり、利用時間は○時～○時である。
送迎後に公共交通機関を利用して出勤すると、勤務開始時間に間に合う電車（○○駅○時○分発）に乗車することができないため、自動車通勤を希望する。
























（３）添付書類
①　介護保険被保険者証、介護保険負担割合証　または　診断書
②　職員と親族との関係を示す書類（住民票又は戸籍抄本)
③　介護施設の利用契約書（利用期間、頻度が分かるもの）
④　（別居の場合）職員と親族の住居の距離を示す書類(Googleマップの印刷で可)
※　親族の範囲は、下記のとおり(介護休暇取扱要領で定める要介護者と同一)
①配偶者、②父母、③子、④配偶者の父母、⑤祖父母、⑥孫、⑦兄弟姉妹、
⑧同居の父母の配偶者、⑨同居の配偶者の父母の配偶者、⑩同居の子の配偶者、
⑪同居の配偶者の子




４　本人が身体障害または健康上の理由により公共交通機関による通勤に耐えられない

（１）職員の給与に関する規則第26 条で定める地方公務員災害補償法施行規則（昭和42 年
自治省令第27 号）別表第３（別紙１）の該当項目
　　




（２）歩行困難または健康上の理由により公用交通機関による通勤が困難な理由
　　（例）持病により長時間の歩行や立位の継続が困難で、公共交通機関利用時に必要となる徒歩移動（自宅から最寄駅まで、駅構内の移動等）が健康面で大きな支障となる。
現状では公共交通機関による通勤が困難なため、自動車通勤を希望する。
























（３）添付書類
　　　①　身体障害者手帳（写）または診断書

５　勤務時間に到着可能な公共交通機関がない

（１）公共交通機関による通勤経路
	区　分
	区　分
	距　離(km)
	時　間(分)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　計
	－
	－
	



　（記載例）
	区　分
	区　分
	距　離(km)
	時　間(分)

	住居　　　　～　●●停留所
	車
	2.3km
	3.7分

	●●停留所　～　　　●●駅
	バス
	22.2km
	40分

	●●駅　　　～　ＪＲ西宮駅
	鉄道
	30km
	40分

	ＪＲ西宮駅　～　　　病院
	徒歩
	0.9km
	10分

	
	
	
	

	合　計
	－
	－
	93.7分


　※　阪急阪神国道駅～病院は、0.3km、4分
      JR西宮駅～病院は、0.9km、10分　とする。
　※　距離又は時間に端数が生じた場合は、小数点第２位以下を切り捨てる

（２）添付資料(①自宅から停留所または駅までの距離のわかる資料、②鉄道会社等がホームページ上で公表する所要時間と距離、公共交通機関の時刻表など、公共交通機関による通勤距離・時間が分かる資料)
※　通勤時間又は実通勤時間算定方法
　　　①　徒歩の区間　　　　　　５キロメートルを６０分に換算した時間（当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は、１０キロメートルを６０分に換算した時間）
　　　②　交通機関を用いる区間　定められた運行時間
　　　③　自動車を用いる区間　　３７キロメートルを６０分に換算した時間


６　公共交通機関を利用した場合に通勤距離が片道60km以上

（１）計算　
	区　分
	距離(km)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	計
	



　（記載例）
	区　分
	距離(km)

	自転車（自宅→●●駅）
	　　５．８ｋｍ

	鉄道（●●駅→JR西宮駅）
	  ５５．２ｋｍ

	徒歩（JR西宮駅→病院）
	　　０．９ｋｍ

	計
	  ６１．９ｋｍ


　※　阪急阪神国道駅～病院は、0.3km、4分
      JR西宮駅～病院は、0.9km、10分　とする。

（添付書類）
(１)　徒歩・車　　Googleマップを用いて測定した距離を表示した資料
(２)　鉄道・バス　鉄道・バス会社がホームページ上で公表する距離を表示した資料
(３)　船舶　　　　海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離を表示した資料


７　公共交通機関での通勤時間が90 分以上で、交通用具使用により通勤時間が30 分以上短縮される
（１）交通機関を利用した場合の通勤経路（　出勤時　・　退勤時　）←いずれかに○
	区　分
	区　分
	距　離(km)
	時　間(分)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合　計
	－
	－

	 (A)


· (A)が90分以上の場合は（２）以降を記入してください。
· (A)が90分未満の場合は、この基準では自動車通勤を認定できません。

　［記載上の注意］
　　①　通勤経路は最も経済的かつ合理的な経路を選択すること。
　　②　自動車及びバイクは使用しないものと仮定して記載する。
③　徒歩の区間の時間は５キロメートルを60分に換算した時間とする。
④　自転車の区間は10キロメートルを60分に換算した時間とする。
⑤　自宅の最寄り駅、停留所等での待ち時間及び病院の最寄り駅、停留所等での
待ち時間は一律５分とする。
⑥　阪急阪神国道駅～病院は、0.3km、４分
　JR西宮駅～病院は、0.9km、10分　とする。
　　⑦　距離又は時間に端数が生じた場合は、小数点第２位以下を切り捨てる。
［添付資料］
　　○　自宅から病院までの経路、距離及び所要時間が分かる資料
　　　　（上表の経路に対応したGoogleマップの経路案内・地図の印刷）

　【記載例】
（１）交通機関を利用した場合の通勤経路（　出勤時　・　退勤時　）←いずれかに○【次のページにも記載項目があります】


	区　分
	区　分
	距　離(km)
	時　間(分)

	住居　　　　～　●●停留所
	徒歩
	1.3km
	15.6分

	●●停留所での待ち時間
	待ち時間
	－
	５分

	●●停留所　～　　　●●駅
	バス
	22.2km
	40分

	●●駅での待ち時間
	待ち時間
	－
	10分

	●●駅　　　～　ＪＲ西宮駅
	鉄道
	30km
	40分

	ＪＲ西宮駅　～　　　　病院
	徒歩
	0.9km

	10分

	合　計
	－
	－
	120.6分 　(A)





（２）自動車を利用した場合　　　　　　　　　


　　自宅 ～ 　   病院の距離※　　　　　　　km ÷３７ ×６０ ＝　　　　　　　　分 (B)

　　　※（１）で退勤時を選択した場合は、病院～自宅の距離

　［記載上の注意］
　　①　通勤経路は最も経済的かつ合理的な経路を選択すること。
　　②　自動車の区間の時間は37キロメートルを60分に換算した時間とする。
　　③　距離又は時間に端数が生じた場合は、小数点第２位以下を切り捨てる。
［添付資料］
　　①　自宅から病院までの自動車利用時の経路及び距離の分かる資料（Googleマップの印刷）



（３）時間短縮効果
　　　　　　　　　

　　　（Ａ）－（Ｂ）　＝　　　　　　　　　分　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　※ 時間短縮効果が30分以上ない場合は、この基準では自動車通勤を認定できません。




（別紙１）

職員の給与に関する規則第26条で定める地方公務員災害補償法施行規則（昭和42年自治省令第27号）別表第３
	障害等級
	障害

	第一級
	一　両眼が失明したもの
二　咀(そ)嚼(しやく)及び言語の機能を廃したもの
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五　両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六　両上肢の用を全廃したもの
七　両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八　両下肢の用を全廃したもの

	第二級
	一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二　両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五　両上肢を手関節以上で失つたもの
六　両下肢を足関節以上で失つたもの

	第三級
	一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二　咀(そ)嚼(しやく)又は言語の機能を廃したもの
三　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五　両手の手指の全部を失つたもの

	第四級
	一　両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二　咀(そ)嚼(しやく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三　両耳の聴力を全く失つたもの
四　一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五　一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六　両手の手指の全部の用を廃したもの
七　両足をリスフラン関節以上で失つたもの

	第五級
	一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四　一上肢を手関節以上で失つたもの
五　一下肢を足関節以上で失つたもの
六　一上肢の用を全廃したもの
七　一下肢の用を全廃したもの
八　両足の足指の全部を失つたもの

	第六級
	一　両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二　咀(そ)嚼(しやく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五　脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六　一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七　一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八　一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの

	第七級
	一　一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二　両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三　一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四　神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六　一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの
七　一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八　一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九　一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十　一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一　両足の足指の全部の用を廃したもの
十二　外貌に著しい醜状を残すもの
十三　両側の睾(こう)丸を失つたもの

	第八級
	一　一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二　脊(せき)柱に運動障害を残すもの
三　一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの
四　一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五　一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六　一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七　一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八　一上肢に偽関節を残すもの
九　一下肢に偽関節を残すもの
十　一足の足指の全部を失つたもの

	第九級
	一　両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二　一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三　両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
四　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六　咀(そ)嚼(しやく)及び言語の機能に障害を残すもの
七　両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八　一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九　一耳の聴力を全く失つたもの
十　神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二　一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
十三　一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四　一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五　一足の足指の全部の用を廃したもの
十六　外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七　生殖器に著しい障害を残すもの

	第十級
	一　一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二　正面視で複視を残すもの
三　咀(そ)嚼(しやく)又は言語の機能に障害を残すもの
四　十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
五　両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六　一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七　一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八　一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九　一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十　一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一　一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

	第十一級
	一　両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三　一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四　十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
五　両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六　一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七　脊(せき)柱に変形を残すもの
八　一手の示指、中指又は環指を失つたもの
九　一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

	第十二級
	一　一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二　一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三　七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
四　一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五　鎖骨、胸骨、肋(ろく)骨、肩胛(こう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六　一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七　一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八　長管骨に変形を残すもの
九　一手の小指を失つたもの
十　一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一　一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
十二　一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三　局部に頑固な神経症状を残すもの
十四　外貌に醜状を残すもの

	第十三級
	一　一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二　正面視以外で複視を残すもの
三　一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
四　両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五　五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
六　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七　一手の小指の用を廃したもの
八　一手の母指の指骨の一部を失つたもの
九　一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十　一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十一　一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

	第十四級
	一　一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二　三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
三　一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四　上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五　下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六　一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七　一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八　一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九　局部に神経症状を残すもの




